
別表
要保護者及び準要保護者の認定基準
１　前年度及び当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
（1） 生活保護の停止・廃止となった者
（2） 村民税の非課税、減免、又は個人事業税、固定資産税の減免を受けている者
（3） 国民年金法に基づき国民年金の掛金の減免を受けている者
（4） 国民健康保険法に基づく保険税の減免、又は徴収の猶予を受けている者
（5） 児童扶養手当の支給を受けている者
（6） 生活福祉資金による貸付けを受けている者
２　その他経済的理由により、子どもを就学させるのが困難な者
